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漁
業
の

種
類

表
１
　
規
則
第
４
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
固
定
式
刺
し
網
漁
業

漁
業
種
類
の

名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の
総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者

の
資
格

固
定
式

刺
し
網

漁
業

許
可
証

に
記
載

さ
れ
て

い
る
推

進
機
関

の
馬
力

数

（
略
）

小
浜
市
の
う
ち
、

加
斗
地
域
、
西
津

地
域
、
内
外
海
地

域
（
甲
ヶ
崎
、
仏

谷
、
堅
海
、
若
狭

に
限
る
）
、
お
よ

び
お
お
い
町
、
高

浜
町
和
田
地
域

美
浜
町
の
う
ち
美

浜
地
域
、
日
向
地

域
に
住
所
を
置
く

者高
浜
町
の
う
ち
和

田
地
域
、
高
浜
地

域
に
住
所
を
置
く

者小
浜
市
、
お
お
い

町
に
住
所
を
置
く

者（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
枚
網
漁
業

（
あ
じ
底
刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業

（
こ
の
し
ろ
底
刺
し
網
漁

業
）

一
枚
網
漁
業

（
が
ざ
み
底
刺
し
網
漁
業

）一
枚
網
漁
業
（
め
ば
る
類

刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業
（
い
し
が
れ

い
類
刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業
（
う
し
の
し

た
類
刺
し
網
漁
業
）

三
枚
網
漁
業

（
略
）

１
３
（
許
可
ま
た

は
起
業
の
認
可
を

受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
３
隻
）

（
略
）

２
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
２
隻
）

１
７
（
許
可
ま
た

は
起
業
の
認
可
を

受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
７
隻
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

３
月
３
１
日
ま
で

お
よ
び

９
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

３
月
３
１
日
ま
で

お
よ
び

７
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

７
月
１
日
か
ら

１
０
月
３
１
日
ま
で

（
日
没
か
ら
日
の
出
は
除

く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

許
可
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
船

舶
の
総
ト
ン
数

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町
鋸
埼
突
端
と
小
浜
市
松
ケ
埼
突
端
を
結

ぶ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
小
浜
湾
の
海
域
。

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町
と
高
浜
町
の
境
界
、
同
境
界
か
ら
真
方

位
０
度
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の
点
、
大
飯
郡
高
浜
町
今

戸
の
鼻
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域
た
だ
し
、
共
同
漁
業
権
内
お
よ
び
定
置
漁
業
の
保
護
区
域

内
を
除
く
。

大
飯
郡
お
お
い
町
鋸
埼
と
小
浜
市
松
ケ
埼
突
端
を
結
ぶ
線

と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
小
浜
湾
の
海
域

た
だ
し
、
共
同
漁
業
権
内
お
よ
び
養
殖
施
設
の
周
囲
１
０

０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
を
除
く
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



福
井
県
告
示
第
２
３
８
号

　
生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）
第
５
４
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
機
関
を
指

定
し
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
３
９
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
５
８
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
４
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
お
よ
び
同
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第

５
７
条
第
１
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
お
よ
び
福
井
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
福
井
県
規

則
第
５
６
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
つ
き
、
規
則
第
１
１

条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
制
限
措
置
お
よ
び
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の

で
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数
お
よ
び
船
舶
の
総
ト
ン
数
ま
た
は
漁
業
者
の
数
そ

　
の
他
の
制
限
措
置
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指
定
介
護
機
関
番
号

1870200266
居
宅
介
護
支
援

一
休
さ
ん
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

福
井
県
敦
賀
市
山
泉
73-905

有
限
会
社
　
ケ
ア
一
休
さ
ん

令
和
5年
3月
1日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
機
関
名
称

介
護
機
関
住
所

申
請（
開
設
）者

指
定
年
月
日

漁
業
の

種
類

表
１
　
規
則
第
４
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
固
定
式
刺
し
網
漁
業

漁
業
種
類
の

名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の
総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者

の
資
格

固
定
式

刺
し
網

漁
業

許
可
証

に
記
載

さ
れ
て

い
る
推

進
機
関

の
馬
力

数

（
略
）

小
浜
市
の
う
ち
、

加
斗
地
域
、
西
津

地
域
、
内
外
海
地

域
（
甲
ヶ
崎
、
仏

谷
、
堅
海
、
若
狭

に
限
る
）
、
お
よ

び
お
お
い
町
、
高

浜
町
和
田
地
域

美
浜
町
の
う
ち
美

浜
地
域
、
日
向
地

域
に
住
所
を
置
く

者高
浜
町
の
う
ち
和

田
地
域
、
高
浜
地

域
に
住
所
を
置
く

者小
浜
市
、
お
お
い

町
に
住
所
を
置
く

者（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
枚
網
漁
業

（
あ
じ
底
刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業

（
こ
の
し
ろ
底
刺
し
網
漁

業
）

一
枚
網
漁
業

（
が
ざ
み
底
刺
し
網
漁
業

）一
枚
網
漁
業
（
め
ば
る
類

刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業
（
い
し
が
れ

い
類
刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業
（
う
し
の
し

た
類
刺
し
網
漁
業
）

三
枚
網
漁
業

（
略
）

１
３
（
許
可
ま
た

は
起
業
の
認
可
を

受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
３
隻
）

（
略
）

２
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
２
隻
）

１
７
（
許
可
ま
た

は
起
業
の
認
可
を

受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
７
隻
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

３
月
３
１
日
ま
で

お
よ
び

９
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

３
月
３
１
日
ま
で

お
よ
び

７
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

７
月
１
日
か
ら

１
０
月
３
１
日
ま
で

（
日
没
か
ら
日
の
出
は
除

く
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

許
可
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
船

舶
の
総
ト
ン
数

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町
鋸
埼
突
端
と
小
浜
市
松
ケ
埼
突
端
を
結

ぶ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
小
浜
湾
の
海
域

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町
と
高
浜
町
の
境
界
、
同
境
界
か
ら
真
方

位
０
度
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の
点
、
大
飯
郡
高
浜
町
今

戸
の
鼻
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域
た
だ
し
、
共
同
漁
業
権
内
及
び
定
置
漁
業
の
保
護
区
域
内

を
除
く
。

大
飯
郡
お
お
い
町
鋸
埼
と
小
浜
市
松
ケ
埼
突
端
を
結
ぶ
線

と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
小
浜
湾
の
海
域

た
だ
し
、
共
同
漁
業
権
内
お
よ
び
養
殖
施
設
の
周
囲
１
０

０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
を
除
く
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
２
　
第
４
条
第
１
項
第
９
号
に
掲
げ
る
た
こ
つ
ぼ
漁
業

漁
業
の

種
類

漁
業
種
類
の

名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の
総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者

の
資
格

た
こ
つ

ぼ
漁
業

許
可
証

に
記
載

さ
れ
て

い
る
推

進
機
関

の
馬
力

数

坂
井
市
三
国
町
に

住
所
を
置
く
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町

に
住
所
を
置
く
者

（
略
）

た
こ
つ
ぼ
漁
業

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
２
隻
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
７
隻
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

許
可
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
船

舶
の
総
ト
ン
数

三
国
町
沖
合
海
域

た
だ
し
、
共
同
お
よ
び
区
画
漁
業
権
の
漁
場
内
を
除
く
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

美
浜
町
、
若
狭
町
、
小
浜
市
お
よ
び
大
飯
郡
沖
合
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固
定
式

刺
し
網

漁
業

許
可
証

に
記
載

さ
れ
て

い
る
推

進
機
関

の
馬
力

数

（
略
）

小
浜
市
の
う
ち
、

加
斗
地
域
、
西
津

地
域
、
内
外
海
地

域
（
甲
ヶ
崎
、
仏

谷
、
堅
海
、
若
狭

に
限
る
）
、
お
よ

び
お
お
い
町
、
高

浜
町
和
田
地
域

美
浜
町
の
う
ち
美

浜
地
域
、
日
向
地

域
に
住
所
を
置
く

者高
浜
町
の
う
ち
和

田
地
域
、
高
浜
地

域
に
住
所
を
置
く

者小
浜
市
、
お
お
い

町
に
住
所
を
置
く

者（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
枚
網
漁
業

（
あ
じ
底
刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業

（
こ
の
し
ろ
底
刺
し
網
漁

業
）

一
枚
網
漁
業

（
が
ざ
み
底
刺
し
網
漁
業

）一
枚
網
漁
業
（
め
ば
る
類

刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業
（
い
し
が
れ

い
類
刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業
（
う
し
の
し

た
類
刺
し
網
漁
業
）

三
枚
網
漁
業

（
略
）

１
３
（
許
可
ま
た

は
起
業
の
認
可
を

受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
３
隻
）

（
略
）

２
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
２
隻
）

１
７
（
許
可
ま
た

は
起
業
の
認
可
を

受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
７
隻
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

３
月
３
１
日
ま
で

お
よ
び

９
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

３
月
３
１
日
ま
で

お
よ
び

７
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

７
月
１
日
か
ら

１
０
月
３
１
日
ま
で

（
日
没
か
ら
日
の
出
は
除

く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

許
可
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
船

舶
の
総
ト
ン
数

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町
鋸
埼
突
端
と
小
浜
市
松
ケ
埼
突
端
を
結

ぶ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
小
浜
湾
の
海
域
。

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町
と
高
浜
町
の
境
界
、
同
境
界
か
ら
真
方

位
０
度
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の
点
、
大
飯
郡
高
浜
町
今

戸
の
鼻
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域
た
だ
し
、
共
同
漁
業
権
内
お
よ
び
定
置
漁
業
の
保
護
区
域

内
を
除
く
。

大
飯
郡
お
お
い
町
鋸
埼
と
小
浜
市
松
ケ
埼
突
端
を
結
ぶ
線

と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
小
浜
湾
の
海
域

た
だ
し
、
共
同
漁
業
権
内
お
よ
び
養
殖
施
設
の
周
囲
１
０

０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
を
除
く
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
２
　
第
４
条
第
１
項
第
９
号
に
掲
げ
る
た
こ
つ
ぼ
漁
業

漁
業
の

種
類

漁
業
種
類
の

名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の
総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者

の
資
格

た
こ
つ

ぼ
漁
業

許
可
証

に
記
載

さ
れ
て

い
る
推

進
機
関

の
馬
力

数

坂
井
市
三
国
町
に

住
所
を
置
く
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町

に
住
所
を
置
く
者

（
略
）

た
こ
つ
ぼ
漁
業

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
２
隻
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
７
隻
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

許
可
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
船

舶
の
総
ト
ン
数

三
国
町
沖
合
海
域

た
だ
し
、
共
同
お
よ
び
区
画
漁
業
権
の
漁
場
内
を
除
く
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

美
浜
町
、
若
狭
町
、
小
浜
市
お
よ
び
大
飯
郡
沖
合

漁
業
の

種
類

漁
業
種
類
の

名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の
総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者

の
資
格

あ
わ
び

漁
業

－
あ
わ
ら
市

坂
井
市

福
井
市

越
前
町

に
住
所
を
置
く
者

敦
賀
市
に
住
所
を

置
く
者

美
浜
町
に
住
所
を

置
く
者

小
浜
市
に
住
所
を

置
く
者

高
浜
町
に
漁
業
の

根
拠
地
を
有
す
る

者

あ
わ
び
漁
業
（
徒
手
磯
見

漁
法
）

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
漁
業
者

の
数
：
５
６
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

－
福
井
市
西
畑
町
大
稲
場
地
先
に
設
置
し
た
標
柱
（
基
点
第

４
７
６
号
）
、
基
点
第
４
７
６
号
か
ら
真
方
位
３
０
６
度

９
３
０
メ
ー
ト
ル
の
点
、
坂
井
市
三
国
町
宿
地
先
三
国
防

波
堤
突
端
に
設
置
し
た
標
柱
（
基
点
第
４
７
７
号
）
お
よ

び
新
保
導
流
堤
突
端
を
結
ん
だ
線
お
よ
び
最
大
高
潮
時
海

岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
４
　
第
４
条
第
１
項
第
１
７
号
に
掲
げ
る
あ
わ
び
漁
業
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許
可
証

に
記
載

さ
れ
て

い
る
推

進
機
関

の
馬
力

数

（
略
）

小
浜
市
の
う
ち
、

加
斗
地
域
、
西
津

地
域
、
内
外
海
地

域
（
甲
ヶ
崎
、
仏

谷
、
堅
海
、
若
狭

に
限
る
）
、
お
よ

び
お
お
い
町
、
高

浜
町
和
田
地
域

美
浜
町
の
う
ち
美

浜
地
域
、
日
向
地

域
に
住
所
を
置
く

者高
浜
町
の
う
ち
和

田
地
域
、
高
浜
地

域
に
住
所
を
置
く

者小
浜
市
、
お
お
い

町
に
住
所
を
置
く

者（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
枚
網
漁
業

（
あ
じ
底
刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業

（
こ
の
し
ろ
底
刺
し
網
漁

業
）

一
枚
網
漁
業

（
が
ざ
み
底
刺
し
網
漁
業

）一
枚
網
漁
業
（
め
ば
る
類

刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業
（
い
し
が
れ

い
類
刺
し
網
漁
業
）

一
枚
網
漁
業
（
う
し
の
し

た
類
刺
し
網
漁
業
）

三
枚
網
漁
業

（
略
）

１
３
（
許
可
ま
た

は
起
業
の
認
可
を

受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
３
隻
）

（
略
）

２
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
２
隻
）

１
７
（
許
可
ま
た

は
起
業
の
認
可
を

受
け
て
い
る
船
舶

の
数
：
１
７
隻
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

３
月
３
１
日
ま
で

お
よ
び

９
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

３
月
３
１
日
ま
で

お
よ
び

７
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

７
月
１
日
か
ら

１
０
月
３
１
日
ま
で

（
日
没
か
ら
日
の
出
は
除

く
）
（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

許
可
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
船

舶
の
総
ト
ン
数

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町
鋸
埼
突
端
と
小
浜
市
松
ケ
埼
突
端
を
結

ぶ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
小
浜
湾
の
海
域

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町
と
高
浜
町
の
境
界
、
同
境
界
か
ら
真
方

位
０
度
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の
点
、
大
飯
郡
高
浜
町
今

戸
の
鼻
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

海
域
た
だ
し
、
共
同
漁
業
権
内
及
び
定
置
漁
業
の
保
護
区
域
内

を
除
く
。

大
飯
郡
お
お
い
町
鋸
埼
と
小
浜
市
松
ケ
埼
突
端
を
結
ぶ
線

と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
小
浜
湾
の
海
域

た
だ
し
、
共
同
漁
業
権
内
お
よ
び
養
殖
施
設
の
周
囲
１
０

０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
を
除
く
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

た
こ
つ

ぼ
漁
業

許
可
証

に
記
載

さ
れ
て

い
る
推

進
機
関

の
馬
力

数

坂
井
市
三
国
町
に

住
所
を
置
く
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町

に
住
所
を
置
く
者

（
略
）

た
こ
つ
ぼ
漁
業

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
２
隻
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
７
隻
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

許
可
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
船

舶
の
総
ト
ン
数

三
国
町
沖
合
海
域

た
だ
し
、
共
同
お
よ
び
区
画
漁
業
権
の
漁
場
内
を
除
く
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

美
浜
町
、
若
狭
町
、
小
浜
市
お
よ
び
大
飯
郡
沖
合

漁
業
の

種
類

漁
業
種
類
の

名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の
総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者

の
資
格

か
ご
漁

業
許
可
証

に
記
載

さ
れ
て

い
る
推

進
機
関

の
馬
力

数（
略
）

従
前
の
許
可
を
受

有
し
て
い
る
も
の

（
略
）

ば
い
貝
か
ご
漁
業

 べ
に
ず
わ
い
か
に
か
ご
漁

業
 

９
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
９
隻
）

（
略
）

７
月
１
日
か
ら
８
月
３
１

日（
略
）

総
ト
ン
数
１
５
ト
ン
未
満
の
範

囲
に
お
い
て
許
可
証
に
記
載
さ

れ
て
い
る
船
舶
の
総
ト
ン
数

（
略
）

水
深
２
７
０
メ
ー
ト
ル
以
浅
の
福
井
県
沖
合

（
略
）

表
３
　
規
則
第
４
条
第
１
項
第
１
０
号
に
掲
げ
る
か
ご
漁
業

漁
業
の

種
類

漁
業
種
類
の

名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の
総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者

の
資
格

あ
わ
び

漁
業

－
あ
わ
ら
市

坂
井
市

福
井
市

越
前
町

に
住
所
を
置
く
者

敦
賀
市
に
住
所
を

置
く
者

美
浜
町
に
住
所
を

置
く
者

小
浜
市
に
住
所
を

置
く
者

高
浜
町
に
漁
業
の

根
拠
地
を
有
す
る

者

あ
わ
び
漁
業
（
徒
手
磯
見

漁
法
）

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
漁
業
者

の
数
：
５
６
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

－
福
井
市
西
畑
町
大
稲
場
地
先
に
設
置
し
た
標
柱
（
基
点
第

４
７
６
号
）
、
基
点
第
４
７
６
号
か
ら
真
方
位
３
０
６
度

９
３
０
メ
ー
ト
ル
の
点
、
坂
井
市
三
国
町
宿
地
先
三
国
防

波
堤
突
端
に
設
置
し
た
標
柱
（
基
点
第
４
７
７
号
）
お
よ

び
新
保
導
流
堤
突
端
を
結
ん
だ
線
お
よ
び
最
大
高
潮
時
海

岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
４
　
第
４
条
第
１
項
第
１
７
号
に
掲
げ
る
あ
わ
び
漁
業



２
　
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

　
⑴
　
固
定
式
刺
し
網
漁
業
の
う
ち
、
一
枚
網
漁
業
（
こ
の
し
ろ
底
刺
し
網
漁
業
）

　
　
　
令
和
５
年
７
月
１
５
日
か
ら
令
和
５
年
８
月
１
５
日
ま
で

　
⑵
　
固
定
式
刺
し
網
漁
業
の
う
ち
、
一
枚
網
漁
業
（
が
ざ
み
底
刺
し
網
漁
業
）

　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
か
ら
令
和
５
年
６
月
１
５
日
ま
で

　
⑶
　
た
こ
つ
ぼ
漁
業
の
う
ち
、
坂
井
市
三
国
町
お
よ
び
大
飯
郡
お
お
い
町
に
住
所
を
置
く
者

　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
か
ら
令
和
５
年
６
月
２
３
日
ま
で

　
⑷
　
か
ご
漁
業
の
う
ち
、
ば
い
貝
か
ご
漁
業

　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
か
ら
令
和
５
年
６
月
１
５
日
ま
で

　
⑸
　
あ
わ
び
漁
業
の
う
ち
、
坂
井
市
に
住
所
を
置
く
者

　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
か
ら
令
和
５
年
６
月
２
３
日
ま
で

　
⑹
　
な
ま
こ
漁
業
の
う
ち
、
坂
井
市
に
住
所
を
置
く
者

　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
か
ら
令
和
５
年
６
月
２
３
日
ま
で
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坂
井
市
三
国
町
に

住
所
を
置
く
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
飯
郡
お
お
い
町

に
住
所
を
置
く
者

（
略
）

た
こ
つ
ぼ
漁
業

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
２
隻
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
船
舶
の

数
：
７
隻
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

許
可
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
船

舶
の
総
ト
ン
数

三
国
町
沖
合
海
域

た
だ
し
、
共
同
お
よ
び
区
画
漁
業
権
の
漁
場
内
を
除
く
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

美
浜
町
、
若
狭
町
、
小
浜
市
お
よ
び
大
飯
郡
沖
合

あ
わ
び

漁
業

－
あ
わ
ら
市

坂
井
市

福
井
市

越
前
町

に
住
所
を
置
く
者

敦
賀
市
に
住
所
を

置
く
者

美
浜
町
に
住
所
を

置
く
者

小
浜
市
に
住
所
を

置
く
者

高
浜
町
に
漁
業
の

根
拠
地
を
有
す
る

者

あ
わ
び
漁
業
（
徒
手
磯
見

漁
法
）

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
漁
業
者

の
数
：
５
６
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

－
福
井
市
西
畑
町
大
稲
場
地
先
に
設
置
し
た
標
柱
（
基
点
第

４
７
６
号
）
、
基
点
第
４
７
６
号
か
ら
真
方
位
３
０
６
度

９
３
０
メ
ー
ト
ル
の
点
、
坂
井
市
三
国
町
宿
地
先
三
国
防

波
堤
突
端
に
設
置
し
た
標
柱
（
基
点
第
４
７
７
号
）
お
よ

び
新
保
導
流
堤
突
端
を
結
ん
だ
線
お
よ
び
最
大
高
潮
時
海

岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

漁
業
の

種
類

漁
業
種
類
の

名
称

許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き

船
舶
等
の
数

船
舶
の
総
ト
ン
数

推
進
機

関
の
馬

力
数

操
業
区
域

漁
業
時
期

漁
業
を
営
む
者

の
資
格

な
ま
こ

漁
業

－
あ
わ
ら
市

坂
井
市

福
井
市

越
前
町

に
住
所
を
置
く
者

敦
賀
市
に
住
所
を

置
く
者

美
浜
町
に
住
所
を

置
く
者

小
浜
市
に
住
所
を

置
く
者

高
浜
町
に
漁
業
の

根
拠
地
を
有
す
る

者

な
ま
こ
漁
業
（
徒
手
磯
見

漁
法
）

１
（
許
可
ま
た
は

起
業
の
認
可
を
受

け
て
い
る
漁
業
者

の
数
：
４
６
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

１
月
１
日
か
ら

１
２
月
３
１
日
ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

－
福
井
市
西
畑
町
大
稲
場
地
先
に
設
置
し
た
標
柱
（
基
点
第

４
７
６
号
）
、
基
点
第
４
７
６
号
か
ら
真
方
位
３
０
６
度

９
３
０
メ
ー
ト
ル
の
点
、
坂
井
市
三
国
町
宿
地
先
三
国
防

波
堤
突
端
に
設
置
し
た
標
柱
（
基
点
第
４
７
７
号
）
お
よ

び
新
保
導
流
堤
突
端
を
結
ん
だ
線
お
よ
び
最
大
高
潮
時
海

岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
５
　
第
４
条
第
１
項
第
１
８
号
に
掲
げ
る
な
ま
こ
漁
業
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福
井
県
告
示
第
２
４
０
号

　
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
８
号
）
第
１
１
２
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
同
法
第
１
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と

認
め
た
の
で
、
同
法
第
１
１
２
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
若
狭
三
方
加
入
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
１
号

　
漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
５
８
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
０
８
条
第
５
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
１
０
５
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
、
特
定
第
２
号
漁
業
者

の
同
意
が
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
法
第
１
０
８
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
１
０
５

条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

福
井
市
加
入
区

　
１
　
発
起
人
の
住
所
お
よ
び
氏
名

　
　
　
福
井
県
福
井
市
鮎
川
町
１
９
２
－
１
１

　
　
　
浜
本
　
朝
晴

　
　
　
福
井
県
福
井
市
茱
崎
町
１
－
２
７

　
　
　
佐
嶋
　
正
美

　
２
　
区
　
域

　
　
　
福
井
市
漁
業
協
同
組
合
お
よ
び
越
廼
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
区
域

　
３
　
区
　
分

　
　
　
主
と
し
て
い
か
釣
り
を
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
越
廼
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
者
が
営
む
漁
業
お

　
　
よ
び
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
越
廼
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

　
　
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
主
と
し
て
い
か
釣
り
漁
業
を
営
む
漁
業
お
よ
び
、
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン

　
　
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
福
井
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
福
井
市
鮎
川

　
　
町
、
白
浜
町
、
大
丹
生
町
お
よ
び
小
丹
生
町
の
区
域
の
者
が
営
む
漁
業
区
分

　
４
　
漁
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
農
林
省
令
第
３
５
号
）
第
４
８
条
の
２
に
お
い
て
準

　
　
用
す
る
同
規
則
第
４
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
年
月
日

　
　
　
令
和
５
年
４
月
２
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
２
号

　
国
土
調
査
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
６
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
籍
調
査

に
関
す
る
令
和
５
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
３
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
４
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
５
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

調
査
を
行
う

者
の
名
称

福
井
市
　
　
福
井
市
の
区
域
　
　
令
和
５
年
４
月

大
野
市
　
　
大
野
市
の
区
域
　
　
か
ら
令
和
６
年

鯖
江
市
　
　
鯖
江
市
の
区
域
　
　
３
月
ま
で

あ
わ
ら
市
　
あ
わ
ら
市
の
区
域
　

坂
井
市
　
　
坂
井
市
の
区
域
　
　

永
平
寺
町
　
永
平
寺
町
の
区
域

南
越
前
町
　
南
越
前
町
の
区
域

美
浜
町
　
　
美
浜
町
の
区
域
　

若
狭
町
　
　
若
狭
町
の
区
域

高
浜
町
　
　
高
浜
町
の
区
域

お
お
い
町
　
お
お
い
町
の
区
域
　
　

調
査
地
域

調
査
期
間

土
地
改
良
区
の
名
称

麻
生
津
土
地
改
良
区

令
和
５
年
５
月
１
１
日

認
可
年
月
日

土
地
改
良
区
の
名
称

鯖
江
東
部
土
地
改
良
区

令
和
５
年
５
月
８
日

認
可
年
月
日
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福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
６
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
７
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
８
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
４
９
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
５
０
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
５
１
号
 
 

 
 

 
　
（
仮
称
）
４
号
高
架
橋
上
部
工
事
（
Ｐ
２
－
Ｐ
４
）
０
５
－
０
２
－
０
７
０
４
の
請
負
契
約
に
係
る
一

般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札

の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の

請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当
該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
工
事
名

　
　
　
（
仮
称
）
４
号
高
架
橋
上
部
工
事
（
Ｐ
２
－
Ｐ
４
）
０
５
－
０
２
－
０
７
０
４

　
⑵
　
工
事
場
所

　
　
　
福
井
港
丸
岡
イ
ン
タ
ー
連
絡
道
路
（
Ⅰ
期
区
間
）

　
　
　
坂
井
市
　
春
江
町
沖
布
目
か
ら
丸
岡
町
舟
寄

　
⑶
　
工
事
概
要

　
　
　
橋
梁
上
部
工
（
６
径
間
連
続
合
成
鋼
箱
桁
橋
）
１
式

　
　
　
橋
長
　
９
９
．
９
ｍ

　
　
　
幅
員
　
１
０
．
５
ｍ

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
の
す
べ
て
を

　
満
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

　
⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
２
の
建
設
業
者
（
建
設
業
法
（
昭
和
２

　
　
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う

　
　
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
代
表
者
以
外
の
構
成

土
地
改
良
区
の
名
称

鯖
江
八
ヶ
用
水
土
地
改
良
区

令
和
５
年
５
月
８
日

認
可
年
月
日

土
地
改
良
区
の
名
称

田
中
土
地
改
良
区

令
和
５
年
５
月
８
日

認
可
年
月
日

土
地
改
良
区
の
名
称

日
野
川
用
水
土
地
改
良
区
令
和
５
年
５
月
８
日

認
可
年
月
日

土
地
改
良
区
の
名
称

福
井
織
田
土
地
改
良
区

令
和
５
年
５
月
９
日

認
可
年
月
日

土
地
改
良
区
の
名
称

福
井
宮
崎
土
地
改
良
区

令
和
５
年
５
月
９
日

認
可
年
月
日

土
地
改
良
区
の
名
称

今
庄
土
地
改
良
区

令
和
５
年
５
月
１
１
日

認
可
年
月
日
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員
に
つ
い
て
は
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
法
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち
、
同
項
の
許
可

　
　
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
　
　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
鋼
構
造
物
工
事
Ａ
等
級
の

　
　
　
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５

　
　
　
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（

　
　
　
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る

　
　
　
者
に
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基

　
　
　
づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

　
　
イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
　
　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
　
　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
　
　
あ
る
こ
と
。

　
　
ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
　
　
成
員
で
な
い
こ
と
。

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
　
　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
　
　
。

　
　
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
　
　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
　
　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
　
　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
　
　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
　
　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
　
ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
　
　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
　
　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
　
　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
　
　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

　
　
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

　
請
す
る
こ
と
。

　
⑴
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
申
請
書

　
　
イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

　
　
ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
　
　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
　
　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
　
　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

　
　
オ
　
工
事
経
歴
書

　
　
カ
　
技
術
職
員
名
簿

　
⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等
 
 

　
　
ア
　
交
付
期
間

　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
１
２
日
（
月
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る

　
　
　
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９

　
　
　
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

　
　
イ
　
交
付
場
所

　
　
　
福
井
県
坂
井
市
三
国
町
水
居
１
７
－
４
５

　
　
　
福
井
県
三
国
土
木
事
務
所
総
務
課

　
⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

　
　
ア
　
提
出
期
間

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
イ
　
提
出
場
所

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
ウ
　
提
出
方
法

　
　
　
　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

　
　
　
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

　
　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
エ
　
提
出
部
数

　
　
　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
 
 

 
　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

　
に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴
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ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

　
を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

　
ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

　
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

　
格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

　
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

　
よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

　
他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

　
と
す
る
。

６
　
そ
の
他

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

　
　
電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
５
２
号
 
 

 
 

 
　
（
仮
称
）
４
号
高
架
橋
上
部
工
事
（
Ｐ
４
－
Ｐ
６
）
０
５
－
０
２
－
０
７
０
５
の
請
負
契
約
に
係
る
一

般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札

の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の

請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当
該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
工
事
名

　
　
　
（
仮
称
）
４
号
高
架
橋
上
部
工
事
（
Ｐ
４
－
Ｐ
６
）
０
５
－
０
２
－
０
７
０
５

　
⑵
　
工
事
場
所

　
　
　
福
井
港
丸
岡
イ
ン
タ
ー
連
絡
道
路
（
Ⅰ
期
区
間
）

　
　
　
坂
井
市
　
丸
岡
町
舟
寄

　
⑶
　
工
事
概
要

　
　
　
橋
梁
上
部
工
（
６
径
間
連
続
合
成
鋼
箱
桁
橋
）
１
式

　
　
　
橋
長
　
９
７
．
０
ｍ

　
　
　
幅
員
　
１
０
．
５
ｍ

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
の
す
べ
て
を

　
満
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

　
⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
２
の
建
設
業
者
（
建
設
業
法
（
昭
和
２

　
　
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う

　
　
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
代
表
者
以
外
の
構
成

　
　
員
に
つ
い
て
は
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
法
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち
、
同
項
の
許
可

　
　
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
　
　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
鋼
構
造
物
工
事
Ａ
等
級
の

　
　
　
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５

　
　
　
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（

　
　
　
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る

　
　
　
者
に
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基

　
　
　
づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

　
　
イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
　
　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
　
　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
　
　
あ
る
こ
と
。

　
　
ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
　
　
成
員
で
な
い
こ
と
。

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
　
　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
　
　
。

　
　
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
　
　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
　
　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 

　
　
キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
　
　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
　
　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
　
　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
　
ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
　
　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ
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福
井
県
告
示
第
２
５
３
号
 
 

 
 

 
　
（
仮
称
）
４
号
高
架
橋
上
部
工
事
（
Ｐ
６
－
Ｐ
８
）
０
５
－
０
２
－
０
７
０
６
の
請
負
契
約
に
係
る
一

般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札

の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の

請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当
該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
工
事
名

　
　
　
（
仮
称
）
４
号
高
架
橋
上
部
工
事
（
Ｐ
６
－
Ｐ
８
）
０
５
－
０
２
－
０
７
０
６

　
　
　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
　
　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
　
　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

　
　
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請

　
す
る
こ
と
。

　
⑴
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
申
請
書

　
　
イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

　
　
ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
　
　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
　
　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
　
　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

　
　
オ
　
工
事
経
歴
書

　
　
カ
　
技
術
職
員
名
簿

　
⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等
 
 

　
　
ア
　
交
付
期
間

　
　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
１
２
日
（
月
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め

　
　
　
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

　
　
　
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

　
　
イ
　
交
付
場
所

　
　
　
　
福
井
県
坂
井
市
三
国
町
水
居
１
７
－
４
５

　
　
　
　
福
井
県
三
国
土
木
事
務
所
総
務
課

　
⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

　
　
ア
　
提
出
期
間

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
イ
　
提
出
場
所

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
ウ
　
提
出
方
法

　
　
　
　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

　
　
　
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

　
　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
エ
　
提
出
部
数

　
　
　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
 
 

 
　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

　
に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

　
ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

　
を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

　
ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

　
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

　
格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

　
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

　
よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

　
他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

　
と
す
る
。

６
　
そ
の
他

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

　
　
電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０
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⑵
　
工
事
場
所

　
　
　
福
井
港
丸
岡
イ
ン
タ
ー
連
絡
道
路
（
Ⅰ
期
区
間
）

　
　
　
坂
井
市
　
丸
岡
町
舟
寄

　
⑶
　
工
事
概
要

　
　
　
橋
梁
上
部
工
（
６
径
間
連
続
合
成
鋼
箱
桁
橋
）
１
式

　
　
　
橋
長
　
８
８
．
０
ｍ

　
　
　
幅
員
　
１
０
．
３
ｍ

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
の
す
べ
て
を

　
満
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

　
⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
２
の
建
設
業
者
（
建
設
業
法
（
昭
和
２

　
　
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う

　
　
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
代
表
者
以
外
の
構
成

　
　
員
に
つ
い
て
は
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
法
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち
、
同
項
の
許
可

　
　
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
　
　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
鋼
構
造
物
工
事
Ａ
等
級
の

　
　
　
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５

　
　
　
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（

　
　
　
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る

　
　
　
者
に
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基

　
　
　
づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

　
　
イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
　
　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
　
　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
　
　
あ
る
こ
と
。

　
　
ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
　
　
成
員
で
な
い
こ
と
。

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
　
　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
　
　
。

　
　
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
　
　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
　
　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 

　
　
キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
　
　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
　
　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
　
　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
　
ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
　
　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
　
　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
　
　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
　
　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

　
　
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続
 
 

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

　
請
す
る
こ
と
。

　
⑴
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
申
請
書

　
　
イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

　
　
ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
　
　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
　
　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
　
　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

　
　
オ
　
工
事
経
歴
書

　
　
カ
　
技
術
職
員
名
簿

　
⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等
 
 

　
　
ア
　
交
付
期
間

　
　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
１
２
日
（
月
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め

　
　
　
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

　
　
　
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

　
　
イ
　
交
付
場
所

　
　
　
福
井
県
坂
井
市
三
国
町
水
居
１
７
－
４
５

　
　
　
福
井
県
三
国
土
木
事
務
所
総
務
課

　
⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等
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福
井
県
告
示
第
２
５
４
号

　
武
生
商
工
高
校
新
商
業
棟
（
仮
称
）
建
築
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１

０
年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１

６
号
）
第
１
６
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入

札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ

　
　
ア
　
提
出
期
間

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
イ
　
提
出
場
所

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
ウ
　
提
出
方
法

　
　
　
　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

　
　
　
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

　
　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
エ
　
提
出
部
数

　
　
　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

　
に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

　
ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

　
を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

　
ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

　
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

　
格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

　
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

　
よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

　
他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

　
と
す
る
。

６
　
そ
の
他

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

　
　
電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

き
事
項
お
よ
び
当
該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
工
事
名

　
　
　
武
生
商
工
高
校
新
商
業
棟
（
仮
称
）
建
築
工
事

　
⑵
　
工
事
場
所

　
　
　
福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
　
地
係

　
⑶
　
工
事
概
要

　
　
　
新
商
業
棟
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
　
４
階
建
て
　
延
べ
面
積
２
，
７
３
０
．
０
㎡
、
渡
り
廊
下

　
　
鉄
骨
造
　
２
階
建
て
　
延
べ
面
積
２
２
．
６
㎡
の
新
築
工
事
お
よ
び
昇
降
機
設
置
工
事

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

　
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

　
⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
丹
南
土
木
事
務
所
、
福
井
県
嶺

　
　
南
振
興
局
敦
賀
土
木
事
務
所
ま
た
は
福
井
県
福
井
土
木
事
務
所
管
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業
法

　
　
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち
、

　
　
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
２
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第
３

　
　
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ
と

　
　
。

　
⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
　
　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
建
築
一
式
工
事
Ａ
等
級
の

　
　
　
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５

　
　
　
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（

　
　
　
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る

　
　
　
者
に
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基

　
　
　
づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

　
　
イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
　
　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
　
　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
　
　
あ
る
こ
と
。

　
　
ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
　
　
成
員
で
な
い
こ
と
。

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領



令和５年５月23日（火） 福 井 県 報 第 248 号13

　
　
　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
　
　
。

　
　
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
　
　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
　
　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
　
　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
　
　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
　
　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
　
ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
　
　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
　
　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
　
　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
　
　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

　
請
す
る
こ
と
。

　
⑴
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
申
請
書

　
　
イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

　
　
ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
　
　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
　
　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
　
　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

　
　
オ
　
工
事
経
歴
書

　
　
カ
　
技
術
職
員
名
簿

　
⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

　
　
ア
　
交
付
期
間

　
　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
７
日
（
水
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る

　
　
　
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９

　
　
　
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

　
　
イ
　
交
付
場
所

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
　
福
井
県
土
木
部
公
共
建
築
課

　
⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

　
　
ア
　
提
出
期
間

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
イ
　
提
出
場
所

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
ウ
　
提
出
方
法

　
　
　
　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

　
　
　
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

　
　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
エ
　
提
出
部
数

　
　
　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

　
に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

　
ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

　
を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

　
ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

　
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

　
格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

　
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

　
よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

　
他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

　
と
す
る
。

６
　
そ
の
他

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

　
　
電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
５
５
号
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武
生
商
工
高
校
新
体
育
館
（
仮
称
）
建
築
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１

０
年
福
井
県
告
示
第
７
４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１

６
号
）
第
１
６
７
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入

札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ

き
事
項
お
よ
び
当
該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
工
事
名

　
　
　
武
生
商
工
高
校
新
体
育
館
（
仮
称
）
建
築
工
事

　
⑵
　
工
事
場
所

　
　
　
福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
　
地
係

　
⑶
　
工
事
概
要

　
　
　
新
体
育
館
　
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
一
部
鉄
骨
造
　
３
階
建
て
　
延
べ
面
積
３
，
３
５
１
．

　
　
１
㎡
、
渡
り
廊
下
　
鉄
骨
造
　
平
屋
建
て
の
新
築
工
事

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建
設

　
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

　
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

　
⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
３
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
　
　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
建
築
一
式
工
事
Ａ
等
級
の

　
　
　
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５

　
　
　
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（

　
　
　
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る

　
　
　
者
に
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基

　
　
　
づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

　
　
イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
　
　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
　
　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
　
　
あ
る
こ
と
。

　
　
ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
　
　
成
員
で
な
い
こ
と
。

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
２
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
　
　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
　
　
。

　
　
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
　
　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
　
　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
　
　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
　
　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
　
　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
　
ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
　
　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
　
　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
　
　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
　
　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

　
請
す
る
こ
と
。

　
⑴
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
申
請
書

　
　
イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

　
　
ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
　
　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
　
　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
　
　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

　
　
オ
　
工
事
経
歴
書

　
　
カ
　
技
術
職
員
名
簿
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⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

　
　
ア
　
交
付
期
間

　
　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
７
日
（
水
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る

　
　
　
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９

　
　
　
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

　
　
イ
　
交
付
場
所

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
　
福
井
県
土
木
部
公
共
建
築
課

　
⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

　
　
ア
　
提
出
期
間

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
イ
　
提
出
場
所

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
ウ
　
提
出
方
法

　
　
　
　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

　
　
　
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

　
　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
エ
　
提
出
部
数

　
　
　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

　
に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

　
ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

　
を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

　
ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

　
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資

　
格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

　
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

　
よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

　
他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

　
と
す
る
。

６
　
そ
の
他

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

　
　
電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
５
６
号

　
大
野
警
察
署
建
築
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
つ
い
て

は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示
第
７

４
９
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の

５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お
よ
び
当
該
資

格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
工
事
名

　
　
　
大
野
警
察
署
建
築
工
事

　
⑵
　
工
事
場
所

　
　
　
大
野
市
中
保
２
７
字
墓
前
８
－
１
　
他
１
筆

　
⑶
　
工
事
概
要

　
　
　
庁
舎
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
４
階
建
て

　
　
　
　
　
　
延
べ
面
積
　
３
，
２
６
６
．
０
３
㎡

　
　
　
車
庫
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建
て

　
　
　
　
　
　
延
べ
面
積
　
　
１
６
１
．
５
２
㎡

　
　
　
倉
庫
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建
て

　
　
　
　
　
　
延
べ
面
積
　
　
２
８
８
．
１
３
㎡

　
　
　
そ
の
他
（
パ
ト
カ
ー
車
庫
、
自
転
車
置
場
、
外
構
）
の
新
築
工
事

２
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建

　
設
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満

　
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

　
⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
福
井
県
内
に
主
た
る
営
業
所
（
建
設
業

　
　
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
営
業
所
の
う
ち

　
　
、
同
項
の
許
可
に
係
る
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
３
の
建
設
業
者
（
法
第
２
条
第

　
　
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
　
ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

　
　
　
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
建
築
一
式
工
事
Ａ
等
級
の
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資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５

　
　
　
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（

　
　
　
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る

　
　
　
者
に
つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に
基

　
　
　
づ
く
競
争
入
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

　
　
イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法
第
３
条
第
１
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年
数
（
継

　
　
　
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失
効
（
法
第
３
条
第
３
項
）
ま
た
は
許
可
の
取
消
し
（
法
第
２

　
　
　
９
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
が
３
年
以
上

　
　
　
あ
る
こ
と
。

　
　
ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業
体
の
構

　
　
　
成
員
で
な
い
こ
と
。

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ
も
２
０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措
置
要
領

　
　
　
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間
中
で
な
い
こ
と

　
　
　
。

　
　
カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制

　
　
　
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度
の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
は
退
職
一
時
金

　
　
　
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
　
　
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ

　
　
　
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
２
⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と

　
　
　
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
　
ク
　
法
第
２
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
主
任
技
術
者
ま
た
は
同
条
第
２
項
お
よ
び
第
５
項
に
規
定
す

　
　
　
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
裏
面
で
講
習
受
講
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ

　
　
　
に
加
え
て
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
工
事
に

　
　
　
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
を
こ
の
工
事
の
現
場
に
専
任
で
配

　
　
　
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
ア
お
よ
び
イ
の
要
件
を
、
代
表
者
以

　
　
外
の
構
成
員
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
イ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員
中
最
大
か
つ
他
の
構
成
員
の
出
資
比
率
を
上
回
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

　
請
す
る
こ
と
。

　
⑴
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
申
請
書

　
　
イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

　
　
ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知

　
　
　
書
（
経
営
事
項
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
法
第
２
７
条
の
２
７
お
よ
び
第
２
７
条
の
２
９
第
１
項

　
　
　
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
令
和
５
・
６
年
度
の
福
井
県
建
設
工
事

　
　
　
等
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

　
　
オ
　
工
事
経
歴
書

　
　
カ
　
技
術
職
員
名
簿

　
⑵
　
申
請
書
等
（
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

　
　
ア
　
交
付
期
間

　
　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
７
日
（
水
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る

　
　
　
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９

　
　
　
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

　
　
イ
　
交
付
場
所

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
　
福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
施
設
契
約
第
一
係

　
⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

　
　
ア
　
提
出
期
間

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
イ
　
提
出
場
所

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
ウ
　
提
出
方
法

　
　
　
　
郵
送
（
民
間
事
業
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
電
送

　
　
　
に
よ
る
も
の
は
受
け
付
け
な
い
。

　
　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
配
達
記
録
が
残
る
書
留
郵
便
等
を
利
用
し
て
送
付

　
　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
エ
　
提
出
部
数

　
　
　
　
正
本
１
部
お
よ
び
副
本
１
部

４
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

　
に
つ
い
て
は
、
３
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
審
査
し
た
上
で
決
定
し
、
そ
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
３
⑴

　
ウ
に
掲
げ
る
書
類
に
基
づ
き
、
３
⑴
イ
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
審
査
の
上
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請
書

　
を
提
出
し
た
後
開
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止

　
ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
等
こ

　
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
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格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

５
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る

　
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ
の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資
格
お

　
よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了
し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に
、
そ
の

　
他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の

　
と
す
る
。

６
　
そ
の
他

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い
て
の
照
会
先

　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
産
業
・
人
材
支
援
室

　
電
話
番
号
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
４
７
０

　
　
５
０
，
５
８
２
，
１
８
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
調
達
を
す
る
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
　
Ｍ
ａ
ｉ
ｌ
、
Ｄ
Ｎ
Ｓ
サ
ー
バ
、
Ｕ
Ｔ
Ｍ
機
器
類
の
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
　
一
式

　
⑵
　
業
務
の
仕
様
等

　
　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
仕
様
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

　
⑶
　
契
約
期
間

　
　
　
令
和
５
年
７
月
７
日
か
ら
令
和
１
０
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
（
長
期
継
続
契
約
）

　
　
　
こ
の
場
合
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
広
報
誌
制
作
・
配
布
業
務
委
託
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
総
務
部
知
事
公
室
広
報
広
聴
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
３
月
２
７
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
福
井
新
聞
Ｐ
Ｒ
セ
ン
タ
ー

　
　
福
井
県
福
井
市
大
和
田
２
丁
目
８
０
１

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　
６
３
，
１
７
８
，
５
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
随
意
契
約

７
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第

　
３
７
２
号
）
第
１
１
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
「
朝
だ
よ
！
ハ
ピ
ネ
ス
ふ
く
い
」
制
作
・
放
送
委
託
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
総
務
部
知
事
公
室
広
報
広
聴
課

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
３
月
２
７
日

４
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
福
井
放
送
株
式
会
社

　
　
福
井
県
福
井
市
大
和
田
２
丁
目
５
１
０

５
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

公
　
　
　
　
　
告
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の
当
該
金
額
に
つ
い
て
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

　
⑷
　
履
行
場
所

　
　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

　
を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

　
う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で

　
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

　
⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
　
で
な
い
こ
と
。

　
⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

　
⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び

　
　
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

　
　
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
技

　
　
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑸
　
福
井
県
の
す
べ
て
の
県
税
な
ら
び
に
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
未
納
の
な
い
者
で
あ

　
　
る
こ
と
。

　
⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
　
　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
　
　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
　
　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

　
　
イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
　
　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

　
　
ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
　
　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
　
　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
　
　
者

　
　
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

　
電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

　
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

　
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

　
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が

　
で
き
る
。

４
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
様
式
。
な
お
、
契

　
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
入
札

　
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
な
書
類
を
添
付
し
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業

　
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
的
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
（
火
）
９
時
０
０
分
か
ら
令
和
５
年
６
月
２
１
日
（
水
）
１
７
時
０
０
分

　
　
ま
で

　
⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

　
　
ア
　
電
子
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
　
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約

　
　
　
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け

　
　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

　
　
　
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

　
　
　
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名

　
　
　
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も

　
　
　
の
と
す
る
。

　
　
イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
　
　
提
出
期
限
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
提
出
先

　
　
　
　
〒
９
１
０
－
８
５
８
０

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

　
　
　
　
福
井
県
未
来
創
造
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課
　
シ
ス
テ
ム
共
同
利
用
G

　
　
　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
６
７

５
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時

　
⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
　
４
⑵
と
同
様
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
日
（
月
）
９
時
０
０
分
か
ら
令
和
５
年
７
月
４
日
（
火
）
１
６
時
０
０
分
ま
で

　
⑶
　
開
札
日
時

　
　
　
令
和
５
年
７
月
５
日
（
水
）
１
５
時
０
０
分

　
⑷
　
開
札
場
所

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１
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福
井
県
未
来
創
造
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課
　

６
　
入
札
方
法

　
　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
に

　
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０
に
相
当
す
る
額
）
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金

　
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札

　
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免

　
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
総
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金

　
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

７
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
　
こ
の
入
札
に
関
す
る
契
約
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

　
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

８
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に

　
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
〒
９
１
０
－
８
５
８
０

　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

　
　
福
井
県
未
来
創
造
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課
　
シ
ス
テ
ム
共
同
利
用
G

　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
６
７

９
　
そ
の
他

　
⑴
　
こ
の
入
札
に
関
す
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び

　
　
通
貨

　
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
　
要

　
⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

　
　
ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
　
　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
　
　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
　
　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

　
　
イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
　
　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

　
⑹
　
２
に
記
載
す
る
、
知
事
が
行
う
入
札
参
加
資
格
申
請
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
  達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
調
達
す
る
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
　
環
境
放
射
線
監
視
テ
レ
メ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
更
新
事
業
（
物
品
調
達
・
保
守
対
応
）

　
　
　
一
式

　
⑵
　
業
務
の
仕
様
等

　
　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

　
⑶
　
契
約
期
間

　
　
　
令
和
５
年
７
月
１
４
日
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
ま
で
（
長
期
継
続
契
約
）

　
⑷
　
物
品
調
達
業
務
の
期
限

　
　
　
令
和
６
年
３
月
３
１
日

　
⑸
　
保
守
対
応
業
務
の
期
間

　
　
　
　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

　
　
　
げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
　
　
〒
９
１
０
－
８
５
８
０

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

　
　
　
　
福
井
県
未
来
創
造
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課
　
シ
ス
テ
ム
共
同
利
用
G

　
　
　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
６
７

　
⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ

　
　
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
N
ature and quantity of the service to be required

　
　
　
Purchase and m

aintenance of M
ail, D

N
S servers and U

T
M
 equipm

ent.
　
⑵
　
D
ate, tim

e of Bidding
　
　
　
9:00 A

.M
. 3rd July 2023 - 4:00 P.M

. 4th July 2023
　
⑶
　
Period of contract

　
　
　
D
ate of the contract to 31st D

ecem
ber 2028

　
⑷
　
T
he place for delivery and Contact for notice

　
　
　
D
X
 Prom

otion D
ivision,D

epartm
ent of Future Creation,Fukui prefectural, 3-17-1, 

　
　
O
te, Fukui city, Fukui prefecture,910-8580 Japan. 

　
　
　
T
EL 0776-20-0267
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納
入
日
か
ら
令
和
１
１
年
３
月
３
１
日
ま
で

　
　
　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

　
　
に
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

　
⑹
　
履
行
場
所

　
　
　
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　
　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

　
を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

　
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に
資
格
の
認
定

　
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
全
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

　
⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
　
で
な
い
こ
と
。

　
⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

　
⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑷
　
品
質
保
証
に
関
し
て
、
国
際
的
な
品
質
保
証
基
準
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
：
２
０
１
５
｢品
質

　
　
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
－
要
求
事
項
｣を
基
本
と
し
た
品
質
保
証
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
　

　
　
確
立
し
て
い
る
こ
と
。

　
⑸
　
平
成
２
０
年
４
月
１
日
以
降
に
元
請
（
共
同
企
業
体
の
場
合
は
当
該
共
同
企
業
体
の
代
表
者
に
限

　
　
る
。
）
と
し
て
、
国
ま
た
は
都
道
府
県
発
注
の
遠
隔
測
定
シ
ス
テ
ム
ま
た
は
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の

　
　
構
築
お
よ
び
保
守
業
務
を
実
施
し
た
実
績
を
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑹
　
本
業
務
の
対
象
設
備
に
お
い
て
障
害
が
発
生
し
た
場
合
、
２
４
時
間
対
応
で
障
害
箇
所
へ
３
時
間

　
　
以
内
に
到
着
し
修
復
に
着
手
で
き
る
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　
⑺
　
こ
の
入
札
に
係
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
－
ビ
ス
お
よ
び
メ
ン
テ
ナ
ン

　
　
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認

　
　
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑻
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
　
　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
　
　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
　
　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

　
　
イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
　
　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

　
　
ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
　
　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
　
　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
　
　
者

　
　
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
　
こ
の
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に

　
係
る
電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し

　
た
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

　
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
紙

　
入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確

　
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項
お
よ
び
入
札
説
明
会

　
⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
　
〒
９
１
４
－
０
０
２
４

　
　
　
福
井
県
敦
賀
市
吉
河
３
７
－
１

　
　
　
福
井
県
原
子
力
環
境
監
視
セ
ン
タ
ー
管
理
室

　
　
　
電
話
　
０
７
７
０
－
２
５
－
６
１
１
０

　
⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
で
公

　
　
開
す
る
。

　
⑶
　
入
札
説
明
会
の
開
催
日
時
お
よ
び
場
所

　
　
ア
　
開
催
日
時

　
　
　
　
令
和
５
年
６
月
９
日
（
金
）
１
０
時

　
　
イ
　
開
催
場
所

　
　
　
　
福
井
県
敦
賀
市
吉
河
３
７
－
１

　
　
　
　
福
井
県
原
子
力
環
境
監
視
セ
ン
タ
ー
　
会
議
室

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
　
こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
様
式
。
な
お
、
契
約

　
担
当
者
の
承
認
を
得
て
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と

　
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
た
様
式
）
に
、
必
要
な
書
類
を
添
付
し
て
次
の
と
お
り

　
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
６
月
２
２
日
（
木
）
１
６
時
ま
で
（
土
曜
日

　
　
お
よ
び
日
曜
日
を
除
く
。
）

　
⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法
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ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
　
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
　
　
　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約

　
　
　
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け

　
　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

　
　
　
成
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者

　
　
　
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者

　
　
　
の
名
義
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し

　
　
　
た
も
の
と
す
る
。

　
　
イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
　
　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
は
配
達
記
録
の
残
る
簡
易
書
留
郵
便

　
　
　
等
を
利
用
す
る
こ
と
（
提
出
期
限
内
に
必
着
）
。

　
　
　
　
な
お
、
提
出
先
は
４
⑴
と
す
る
。

　
⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
　
　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、
書
面

　
　
に
よ
り
通
知
す
る
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時
、
場
所

　
⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
５
年
７
月
４
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

　
⑶
　
開
札
日
時

　
　
　
令
和
５
年
７
月
５
日
（
水
）
９
時

　
⑷
　
開
札
場
所

　
　
　
福
井
県
原
子
力
環
境
監
視
セ
ン
タ
ー
　
会
議
室

７
　
入
札
の
方
法

　
　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

　
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

　
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

　
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

　
希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
  落
札
者
の
決
定
方
法

　
　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

　
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
議
会
の
議
決

　
⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
物
品
の
購
入
が
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
お
よ
び
財
産
の
取
得
ま
た
は

　
　
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
１
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
財
産
の
取
得
に
該

　
　
当
す
る
場
合
は
、
落
札
後
に
仮
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
議
会
の

　
　
議
決
を
経
た
と
き
に
限
り
、
当
該
仮
契
約
を
本
契
約
と
み
な
す
。

　
⑵
　
仮
契
約
の
締
結
後
、
議
会
の
議
決
ま
で
の
間
に
、
仮
契
約
を
締
結
し
た
業
者
が
こ
の
入
札
に
係
る

　
　
物
品
の
購
入
契
約
以
外
に
県
の
物
品
の
製
造
の
請
負
ま
た
は
物
品
の
買
入
れ
、
修
繕
等
の
契
約
に
関

　
　
し
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
制
限
ま
た
は
指
名
停
止
措
置
を
受
け
た
場
合
に
は
、
県
は
、
当
該
仮
契

　
　
約
を
解
除
し
、
本
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
は
、
当
該
仮
契

　
　
約
の
解
除
に
つ
き
一
切
の
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

１
０
　
そ
の
他

　
⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
　
貨

　
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
　
要

　
⑸
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
　
　
　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

　
　
　
げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
　
　
〒
９
１
０
－
８
５
８
０

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

　
　
　
　
福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

　
⑹
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

　
　
ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
　
　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
　
　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
　
　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

　
　
イ
　
ア
の
届
出
を
警
察
署
に
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
場
合
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領
の

　
　
　
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。
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食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
２
８
年
政
令
第
２
２
９
号
）
第
１
６
条
（
同
令
第
９
条
第
２
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
３
３
号
）
第
４
８

条
第
６
項
第
３
号
お
よ
び
同
令
第
９
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
た
養
成
施
設
（
以
下
「

登
録
養
成
施
設
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
福
井
工
業
大
学
環
境
情
報
学
部
環
境
食
品
応
用
化
学
科
に
つ
い
て

、
そ
の
名
称
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
２
０
条
第
２
号
（
同
令
第
９

条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

変
更
後
の

登
録
養
成
施
設
の
名
称

変
更
前
の

登
録
養
成
施
設
の
名
称

福
井
工
業
大
学

環
境
学
部

環
境
食
品
応
用
化
学
科

食
品
衛
生
管
理
者
養
成
課
程

福
井
工
業
大
学

環
境
情
報
学
部

環
境
食
品
応
用
化
学
科

令
和
５
年
４
月
１
日

変
更
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
　

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
調
達
を
す
る
役
務
（
以
下
「
調
達
役
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
　
県
立
病
院
関
連
四
施
設
　
空
調
用
中
央
監
視
設
備
更
新
業
務
　
一
式

　
⑵
　
業
務
内
容

　
　
　
入
札
説
明
書
、
設
計
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

　
⑶
　
履
行
期
限

　
　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日
（
火
）

　
⑷
　
履
行
場
所

　
　
　
福
井
県
こ
ど
も
療
育
セ
ン
タ
ー

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

　
を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

　
う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

　
時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す

　
る
。

　
⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
　
で
な
い
こ
と
。

　
⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

　
⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
お
よ
び

　
　
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

　
　
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
⑷
　
平
成
２
０
年
度
以
降
に
お
い
て
、
国
ま
た
は
都
道
府
県
の
官
公
署
等
で
熱
源
容
量
が
２
５
０
０
ｋ

　
　
Ｗ
以
上
の
空
調
設
備
（
冷
温
水
配
管
を
含
み
、
中
央
監
視
設
備
で
監
視
・
制
御
等
を
行
う
も
の
に
限

　
　
る
。
）
に
つ
い
て
、
元
請
ま
た
は
共
同
企
業
体
の
代
表
者
と
し
て
新
設
ま
た
は
更
新
業
務
を
履
行
し

　
　
た
実
績
、
も
し
く
は
平
成
２
９
年
度
以
降
に
お
い
て
元
請
と
し
て
官
公
署
等
と
の
間
で
延
べ
床
面
積

　
　
１
７
５
０
０
㎡
以
上
の
施
設
の
空
調
設
備
の
年
間
保
守
点
検
業
務
を
履
行
し
た
実
績
（
契
約
期
間
中

　
　
の
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
　
　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
　
　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
　
　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

　
　
イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
　
　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

　
⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

　
　
。

１
１
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
N
ature and quantity of the products to be purchased

　
　
　
Renew

al of the Fukui prefecture environm
ental radiation m

onitoring telem
etry　

　
　
system

's hardw
are (product procuration and m

aintenance support)
　
⑵
　
D
ate, T

im
e of Bidding

　
　
　
9:00 am

, July 5 , 2023（
T
im
e-lim

it for the subm
ission of tenders 16:00 pm

, July 4 , 
　
　
2023）

　
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
　
Product procuration：

M
arch 31, 2024

　
　
　
M
aintenance support：

M
arch 31, 2029

　
⑷
　
Contract point for the notice

　
　
　
Fukui Prefectural Environm

ental Radiation Research and M
onitoring Center, 37-1 

　
　
Y
oshiko T

suruga City, Fukui Prefecture, 914-0024, Japan
　
　
　
T
EL 0770-25-6110

　
　
　
FA
X
 0770-25-7201
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ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
　
　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
　
　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
　
　
者

　
　
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

　
電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

　
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

　
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

　
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
　
そ
の
他
、
電
子
入
札
に
つ
い
て
は
、
「
福
井
県
物
品
等
電
子
入
札
運
用
基
準
」
、
「
福
井
県
物
品
等

　
電
子
入
札
要
領
」
、
「
福
井
県
物
品
調
達
等
の
電
子
入
札
に
関
す
る
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

　
⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
　
〒
９
１
０
－
０
８
４
６

　
　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
－
１

　
　
　
福
井
県
こ
ど
も
療
育
セ
ン
タ
ー
　
総
務
課

　
　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
５
３
－
６
５
７
０

　
⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
入
札
参
加
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
入
札
参
加
者
」
と
い
う
。
）
は
、
入
札
参
加
資
格
確

　
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入

　
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
　
別
紙
様
式

　
１
）
に
、
必
要
書
類
を
添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
事
前

　
審
査
を
受
け
、
資
格
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
⑴
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
お
よ
び
必
要
書
類
の
提
出
期
間

　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日
（
火
）
９
時
か
ら
令
和
５
年
６
月
１
日
（
木
）
１
７
時
ま
で

　
⑵
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
お
よ
び
必
要
書
類
の
提
出
方
法

　
　
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
　
　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
、
提
出
期
間
中
に
、
契
約
担

　
　
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。

　
　
　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

　
　
１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

　
　
行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

　
　
で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

　
　
す
る
。

　
⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
お
よ
び
必
要
書
類
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

　
　
ア
　
提
出
先

　
　
　
　
〒
９
１
０
－
０
８
４
６

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
－
１
　

　
　
　
　
福
井
県
こ
ど
も
療
育
セ
ン
タ
ー
　
総
務
課

　
　
　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
５
３
－
６
５
７
０

　
　
イ
　
提
出
方
法

　
　
　
　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留
郵
便
を
利
用
し
、
提
出
期
間
内
必

　
　
　
着
の
こ
と
。
）
。

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札
日
時
等

　
⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
　
５
⑵
と
同
様
と
す
る
。

　
⑵
　
紙
入
札
者
に
係
る
入
札
書
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

　
　
　
５
⑶
と
同
様
と
す
る
。

　
⑶
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
　
　
令
和
５
年
７
月
３
日
（
月
）
８
時
３
０
分
か
ら
令
和
５
年
７
月
４
日
（
火
）
１
６
時
ま
で

　
⑷
　
開
札
日
時
お
よ
び
場
所

　
　
　
令
和
５
年
７
月
５
日
（
水
）
１
０
時
０
０
分

　
　
　
福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
－
１
　

　
　
　
福
井
県
こ
ど
も
療
育
セ
ン
タ
ー
　
総
務
課

７
　
入
札
方
法

　
　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

　
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

　
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

　
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

　
希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
　
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
価
格
が
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
役
務
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最

　
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
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三
宅
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
若
松
　
和
雄
　
若
狭
町
熊
川
39-26

　
〃
　
　
松
見
　
善
行
　
若
狭
町
新
道
61-25

　
〃
　
　
上
中
　
晃
　
　
若
狭
町
関
60-14-1

　
〃
　
　
水
江
　
博
次
　
若
狭
町
仮
屋
33-18

　
〃
　
　
塚
本
　
稔
　
　
若
狭
町
仮
屋
35-9

　
〃
　
　
山
田
　
善
市
　
若
狭
町
三
宅
45-22-2

　
〃
　
　
水
江
　
勘
蔵
　
若
狭
町
三
宅
59-2

　
〃
　
　
水
江
　
幸
造
　
若
狭
町
三
宅
62-16-1

　
〃
　
　
森
長
喜
三
郎
　
若
狭
町
市
場
13-8-4

　
〃
　
　
西
田
　
一
彦
　
若
狭
町
井
ノ
口
28-4

　
〃
　
　
井
ノ
口
清
英
　
若
狭
町
井
ノ
口
28-7

　
〃
　
　
河
原
　
眞
　
　
若
狭
町
天
徳
寺
17-4

　
〃
　
　
三
木
　
正
彦
　
若
狭
町
天
徳
寺
31-5

　
〃
　
　
百
田
　
久
好
　
若
狭
町
神
谷
25-14

　
〃
　
　
百
田
　
保
裕
　
若
狭
町
神
谷
25-29

監
　
事
　
田
中
　
治
　
　
若
狭
町
仮
屋
12-1

　
〃
　
　
玉
井
　
治
雄
　
若
狭
町
三
宅
51-13

　
〃
　
　
塚
本
　
常
夫
　
若
狭
町
日
笠
11-4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
三
宅
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

９
　
そ
の
他

　
⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
な
ら
び
に

　
　
通
貨

　
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
　
要

　
⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置

　
　
ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
　
　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
　
　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
　
　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

　
　
イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
　
　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

　
⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

　
　
ア
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
　
　
　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

　
　
　
げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

　
　
イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
　
　
〒
９
１
０
－
８
５
８
０

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
　
福
井
県
会
計
局
会
計
課
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

　
⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る

　
　
。

１
０
　
Sum
m
ary

　
⑴
　
N
ature and quantity of the service to be required

      　
Replacem

ent of the Central m
onitoring facility for A

ir conditioning of the Four 　
　
　
facilities related to prefectural hospitals

　
⑵
　
D
ate, tim

e of bidding
　
　
　
10：
00A
M
 5th July, 2023

　
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
　
M
arch 19, 2024

　
⑷
　
Contact point for the notice

　
　
　
General affairs division, Fukui prefectural rehabilitation center for children w

ith 
　
　
disabilities 2-8-1 Y

otsui,Fukui city, Fukui prefecture.910-0846,Japan.
　
　
　
T
EL 0776-53-6570



福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
６
３
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
２
条
第
２
項
第
１
号
に

規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
新
規
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５
８
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
２
号
）
第
６
条
に
基
づ
く
法
第
２
２
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者

講
習
（
以
下
「
追
加
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
、
講
習
の
種
別
、
実
施
期
間
お
よ
び
定
員

 　
　
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。

２
　
実
施
場
所

　
　
福
井
市
成
和
１
丁
目
１
４
２
４
番
地
　
ア
イ
ビ
ッ
ク
ス
第
三
ビ
ル

　
　
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１
７
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
０
号
。
以
下

　
　
　
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
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役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
池
田
　
博
　
　
若
狭
町
熊
川
34-26

　
〃
　
　
堂
本
　
佳
嗣
　
若
狭
町
新
道
44-14

　
〃
　
　
西
陣
　
教
雄
　
若
狭
町
関
58-2

　
〃
　
　
田
中
　
治
　
　
若
狭
町
仮
屋
12-1

　
〃
　
　
楯
　
　
茂
樹
　
若
狭
町
仮
屋
35-9

　
〃
　
　
水
江
　
勘
蔵
　
若
狭
町
三
宅
59-2

　
〃
　
　
天
川
　
善
明
　
若
狭
町
三
宅
50-3

　
〃
　
　
水
江
　
幸
造
　
若
狭
町
三
宅
62-16-1

　
〃
　
　
玉
井
　
茂
博
　
若
狭
町
市
場
15-2

　
〃
　
　
西
田
　
一
彦
　
若
狭
町
井
ノ
口
28-4

　
〃
　
　
西
田
　
昌
弘
　
若
狭
町
井
ノ
口
33-19

　
〃
　
　
三
木
　
和
俊
　
若
狭
町
天
徳
寺
35-22

　
〃
　
　
三
木
　
茂
　
　
若
狭
町
天
徳
寺
15-34

　
〃
　
　
橋
本
　
圭
一
　
若
狭
町
神
谷
25-6-2

　
〃
　
　
橋
本
　
敏
博
　
若
狭
町
神
谷
25-24

監
　
事
　
塚
本
　
嘉
夫
　
若
狭
町
仮
屋
39-16

　
〃
　
　
森
上
啓
三
朗
　
若
狭
町
三
宅
20-20

　
〃
　
　
田
中
　
輝
好
　
若
狭
町
日
笠
60-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
開
発
行

為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
３
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る

。　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
長
　
小
林
　
弥
生

１
　
開
発
区
域
ま
た
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　
大
飯
郡
高
浜
町
和
田
１
４
４
字
西
石
ケ
平
１
番
、
２
番
１
、
２
番
２
、
２
番
３
、
２
番
４
、
２
番
１

　
１
、
２
番
１
２
、
７
番
、
１
２
番
１
、
１
２
番
２
、
１
２
番
３
、
１
２
番
４
、
１
２
番
５
、
１
２
番
６

　
、
１
４
番

２
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
な
ら
び
に
名
称
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

　
　
福
井
県
大
飯
郡
高
浜
町
高
森
２
番
１
０

　
　
岬
工
業
　
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
社
長
　
石
島
　
一
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
開
発
行

為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
３
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る

。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
３
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
長
　
小
林
　
弥
生

１
　
開
発
区
域
ま
た
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　
大
飯
郡
高
浜
町
宮
崎
６
３
字
東
丁
田
２
番
１
外
７
筆

２
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
な
ら
び
に
名
称
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

　
　
石
川
県
白
山
市
松
本
町
２
５
１
２
番
地

　
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ

　
　
代
表
取
締
役
社
長
　
青
木
　
宏
憲

公
安
委
員
会
告
示

講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に

規
定
す
る
警
備
業
務

新
規
取
得
講
習

追
加
取
得
講
習

令
和
５
年
６
月
２
６
日（
月
）か
ら

令
和
５
年
７
月
３
日（
月
）ま
で

令
和
５
年
６
月
２
９
日（
木
）か
ら

令
和
５
年
７
月
３
日（
月
）ま
で

講
習
の
種
別

実
施
期
間

定
員

３
０
名
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限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２
３
条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「

　
　
　
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

　
　
ウ
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「

　
　
　
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該

　
　
　
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６

　
　
　
１
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
規

　
　
　
定
す
る
１
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。

　
　
　
）
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る

　
　
　
。
以
下
「
旧
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た

　
　
　
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
２
号
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資

　
　
格
者
証
ま
た
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
資
格
者
証
等
」
と
い
う
。
）

　
　
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
１
級
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
　
　
い
る
者

　
　
ウ
　
２
級
検
定
（
２
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
　
　
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
２
号
警

　
　
　
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
２
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
　
２
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た

　
　
　
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

４
　
受
講
申
込
み
の
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
５
年
５
月
２
９
日
（
月
）
か
ら
同
年
６
月
７
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時
ま

　
　
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
（
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。
定
員
に
な
り
次

　
　
第
受
付
を
終
了
す
る
。
）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
福
井
県
内
の
警
察
署

　
　
　
な
お
、
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
共
通

　
　
　
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
無
背
景

　
　
　
の
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
１
枚
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）
　
１

　
　
　
通

　
　
イ
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
３
⑴
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
２
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
（

　
　
　
　
　
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
イ
　
上
記
３
⑴
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
２
号
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
上
記
３
⑴
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
２
号
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
エ
　
上
記
３
⑴
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
２
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
オ
　
上
記
３
 ⑴
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
２
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
ウ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
　
イ
　
上
記
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
２
号
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
上
記
３
⑵
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
２
号
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
　
　
エ
　
上
記
３
⑵
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
２
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
　
　
オ
　
上
記
３
⑵
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
２
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
⑷
　
手
数
料

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習
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３
８
，
０
０
０
円

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
　
１
４
，
０
０
０
円

　
　
　
　
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

５
　
講
習
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全

　
課
（
係
）

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
委
託
先

　
　
　
本
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る
。

　
⑵
　
修
了
考
査

　
　
　
講
習
終
了
後
、
福
井
県
公
安
委
員
会
が
修
了
考
査
を
行
い
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認

　
　
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。
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令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
発　

行　
発
行
人　

〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県


